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 R5.6.12更新  

 

別紙２ 地震発生時・警報等発表時・警戒レベル３以上のときなどの対応について  

 

『地震発生時』『特別警報』『警報』『注意報』『警戒レベル３以上』などが発表・発

令された場合は、原則として以下のように対応します。どんなときも『かけがえのない

大切なもの（命）』を守ることを最優先に考えて行動しましょう。 

台風が関東を通過する時（注意報や警報が発表されそうな時）や周辺で大きな地震が

発生した時などは、必ず公式サイトにある『防災掲示板』を定期的に確認してください。 

 

 

 緊急時の連絡手段                              

当園の緊急時の連絡手段は、次のとおりです。 ※優先順位の高い順から表記 

１ 公式サイト告知（防災掲示板） 

２ メール 

３ 電話 ※園・本部 

４ ＮＴＴ災害用伝言板（ｗｅｂ１７１）※園の電話番号で伝言を登録 

５ ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル（１７１）※園の電話番号で伝言を登録 

 

 
 目次                                    

１－１ 震度５強以上または大規模地震発生時の対応（特別警報級） 

１－２ 震度５弱以下の地震発生時の対応 

１－３ 震度４以下の地震発生時の対応 

２ 特別警報発表時の対応 

３ 警報発表時の対応 

４ 注意報発表時の対応 

５ 警戒レベル３（高齢者等避難）以上の時の対応 

６ 特記事項 

７ 参考資料 
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 １－１ 震度５強以上または大規模地震発生時の対応（特別警報級） 

特別警報級（数十年に一度の強度で大型なものになることが予測される）である震度５強以上の地震

が発生したら「直ちに命を守る行動」をとってください。 

 

登園前 ・登園見合わせ 

登園後 

・すべての保育活動を中止し、園児の安全を確保 

・速やかにお迎え 

・お迎えが困難な場合、園または避難場所で待機 

翌日以降の保育は、周辺の震度や余震の状況、施設の点検や安全確認を行ったうえで判断 

 

 

 １－２ 震度５弱の地震発生時の対応                     

通常どおり保育を行いますが、登園前の場合は登園時間の変更または家庭保育のご協力を、登園後の

場合はお早めにお迎えをお願いします。なお、周辺の震度や余震の状況次第で開園時間の変更、臨時休

園または保育を中止（速やかにお迎え）することがあります。 

 

 

 １－３ 震度４以下の地震発生時の対応                    

通常どおり保育を行います。※但し、周辺の震度や余震の状況次第で開園時間の変更、臨時休園また

は保育を中止（速やかにお迎え）することがあります。 

 

 

 ２ 特別警報発表時の対応                          

 特別警報（数十年に一度の強度で大型な気象状態になることが予測される）が発表されたら「直ちに

命を守る行動」をとってください。 

 

登園前 ・登園見合わせ 

登園後 

・すべての保育活動を中止し、園児の安全を確保 

・速やかにお迎え 

・お迎えが困難な場合、園または避難場所で待機 

翌日以降の保育は、警報の状況、施設の点検や安全確認を行ったうえで判断 

 

 

 ３ 警報発表時の対応                            

通常どおり保育を行いますが、登園前の場合は登園時間の変更または家庭保育のご協力を、登園後の

場合はお早めにお迎えをお願いします。なお、状況次第で開園時間の変更、臨時休園または保育を中止

（速やかにお迎え）することがあります。 
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 ４ 注意報発表時の対応                           

通常どおり保育を行います。 ※但し、状況次第で別の対応となる場合あり 

 

 

 ５ 警戒レベル３（高齢者等避難）以上の時の対応               

１ 警戒レベル５『緊急安全確保』  ※緊急度：極高 

警戒レベル５にあたる『緊急安全確保』は、災害の発生を確認したとき、または切迫したときに

発令されます。命を守ることを最優先にして行動するようにします。 

 

２ 警戒レベル４『避難指示』    ※緊急度：高い 

警戒レベル４にあたる『避難指示』は、速やかに避難するよう呼びかける情報で、災害が発生す

るおそれが極めて高い状況となり、自治体が避難を呼びかける場合に発令されます。対象地域の

人は直ちに全員避難する必要があり、自治体が設ける避難場所や安全な場所へ速やかに移動する

ようにします。避難場所に移動するとかえって危険な場合には、近くの安全な場所や建物内のよ

り高い場所などで身の安全を確保するようにします。 

 

３ 警戒レベル３『高齢者等避難』  ※緊急度：普通 

警戒レベル３にあたる『高齢者等避難』は、高齢者や体が不自由な人、乳幼児など（要配慮者・

避難行動要支援者）移動するのに時間がかかる人に早めの避難を促す情報で、支援する人は早め

に安全な場所へ連れて行くなどの援助をします。通常の避難行動が可能な人も避難場所の確認や

持ち出す物の準備を進め自主的な避難を始めるようにします。 

 

（用語）高齢者・障がい者・乳幼児その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」といい、そのうち、災害が発生し、また 

    は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた 

め、特に支援を要するものを「避難行動要支援者」という。 

 

登園前 ・登園見合わせ 

登園後 

・すべての保育活動を中止し、園児の安全を確保 

・速やかにお迎え 

・お迎えが困難な場合、園または避難場所で待機 

 

午前５時までに 

発令が解除された場合 
・通常どおり開園 

午前５時から 

午前11時（土曜午前９時）までに 

発令が解除された場合 

・解除後、概ね２時間を経過してから保育を開始 

・開園時間が９：０１以降となった場合は、給食提供なし 

午前11時（土曜午前９時）までに 

発令が解除されない場合 
・引き続き、登園見合わせ 
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 ６ 特記事項                                

ここに記されている対応によらず、危険が予測される場合や交通機関の麻痺、被害の状況等により、 

各種警報解除後も含め、登園時間の変更、家庭保育のご協力、開園時間の変更、臨時休園または保育を

中止（速やかにお迎え）することがあります。また、自治体において非常災害時における対応が定めら

れている場合は、その対応を優先します。 

 

 

 ７ 参考資料                                
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